
- 169 -

第４章 良好な環境を支える共通施策の推進

第１節 環境影響評価等の推進

環境影響評価制度とは，環境に著しい影響を与えるおそれのある大規模な開発事業の実施前

に，事業者自らが事業の実施による環境への影響について調査・予測・評価を行うとともに，

その方法及び結果について住民や自治体の意見を聴き，それらを踏まえて，環境の保全につい

て適正に配慮するための制度です。

１ 環境影響評価

国においては，環境影響評価を実施する前に，その方法について住民，知事等の意見を聴

いて決める手続の導入や対象事業を定めた環境影響評価法を平成９年６月に公布し，平成11

年６月から全面施行しました。（平成23年４月に改正環境影響評価法が成立・公布。平成25

年４月から全面施行）

本県においては，環境影響評価法との整合を図るとともに，本県の特性を勘案した鹿児島

県環境影響評価条例を平成12年３月に制定し，平成12年10月から全面施行しました。

（表４－１）

２ 土地開発行為に係る事前協議

県では，県土の無秩序な開発を防止し適正な土地利用を図ることを目的として「鹿児島県

土地利用対策要綱」を，また，大規模な土地取引に対しては，関係法令の規制等について事

前に指導するため「大規模取引事前指導要綱」を制定しています。

両要綱に定められた土地開発行為については，都市計画法，農地法，森林法等の個別規制

法令に基づく許認可申請や届出の前に，事業計画の内容等について，「県環境基本条例」，

「県環境基本計画」及びその他環境関係法令に基づき環境保全の観点から検討を行い，適切

な指導を行っています。

また，国土利用計画法に基づき，土地の売買に際して，必要に応じ，環境保全面からの配

慮事項について意見を述べています。

平成29年度の事前協議等の件数は，下記のとおりです。

・国土利用計画法に基づく土地売買等届 ･･････････ 28件

・土地利用協議 ････････････････････････････････ ４件
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表４－１ 環境影響評価の対象事業及び規模

上：法第１種事業規模 条例一般地域 条例特定地域種 類 下：法第２種事業規模 規 模 規 模
高速自動車国道 すべて
道路 （一般国道） 4車線以上， 4車線以上，
（ 一般国道，県道 4車線以上，10km以上 6km以上 4km以上

市町村道，農道） 7.5km以上10km未満
道路（林道） (山のみち地域づくり交付金により整備される林道) 幅員6.5m以上， 幅員6.5m以上，

幅員6.5m以上,20km以上 10km以上 7km以上
幅員6.5m以上,15km以上20km未満

ダム，堰，湖沼水位調 100ha以上 新築 40ha以上 新築 30ha以上
節施設，放水路 75ha以上100ha未満 増築:40ha以上かつ 増築:30ha以上かつ

20ha以上増加 15ha以上増加
新幹線鉄道 すべて
普通鉄道及び新設軌道 10km以上 5km以上 3km以上

7.5km以上10km未満
飛行場 2,500m以上 1,250m以上 900m以上

(延長500m以上) (かつ,延長が) (かつ,延長が)
1,875m以上 250m以上 180m以上
(延長375m以上)

水力発電所 3万kW以上 1.5万kW以上 1.1万kW以上
2.25万kW以上3万kW未満

火力発電所 15万kW以上 7万kW以上 5.5万kW以上
11.25万kW以上15万kW未満

地熱発電所 1万kW以上 0.5万kW以上 0.35万kW以上
0.75万kW以上1万kW未満

原子力発電所 すべて
風力発電所 1万kW以上

0.75万kW以上1万kW未満
廃棄物最終処分場 30ha以上 10ha以上 8ha以上

25ha以上30ha未満
公有水面の埋立又は 50ha超 20ha以上 16ha以上
干拓 40ha以上50ha以下
土地区画整理事業 100ha以上 40ha以上 30ha以上

75ha以上100ha未満
新住宅市街地開発事業 100ha以上 40ha以上 30ha以上

75ha以上100ha未満
工業団地の造成 100ha以上 40ha以上 30ha以上

75ha以上100ha未満
新都市基盤整備事業 100ha以上

75ha以上100ha未満
流通業務団地造成事業 100ha以上 40ha以上 30ha以上

75ha以上100ha未満
住宅用地の造成 100ha以上 40ha以上 30ha以上

75ha以上100ha未満
農用地の造成及び改良 造成 40ha以上 造成 30ha以上

改良 200ha以上 改良 150ha以上
ゴルフ場の建設 新設：ホール数18以上 新設：すべて

平均距離100m以上，又

はホール数9以上18未

満，平均距離150m以上

変更：増設9ホール以上 変更：増設6ホール以上

養豚場の建設 豚房面積 豚房面積
7,500㎡以上 5,500㎡以上

工場等の建設 最大排出ガス量 最大排出ガス量
20万 N/時以上 15万 N/時以上

又は平均排出水量 又は平均排出水量
5,000 /日以上 3,750 /日以上

その他土地改変 40ha以上 30ha以上
港湾計画 埋立・掘込面積300ha以上 120ha以上 90ha以上

２種事業設定なし

※１ 法第1種事業とは，必ず環境影響評価を行う事業であり，法第２種事業とは，環境影響評価が必要かどうかを主務大臣等が個別
に判定する事業である。

※２ 条例の特定地域は，自然公園法の特別地域，自然環境保全法の特別地域など，特に配慮が必要な地域をいう。


